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衆
議
院
議
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井
和
則
君
提
出
ジ
ェ
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リ
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護
に
関
す
る
質
問
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し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
生
活
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
患
者
負
担
の
軽
減
や
医
療
保
険
財
政
の
改
善
の
観
点
か
ら
、
先
発
医
薬
品

に
比
べ
て
一
般
的
に
薬
価
が
低
い
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
中
、
生
活
保
護
受
給
者
に
つ
い
て
は

、
通
常
、
医
療
に
係
る
患
者
負
担
が
発
生
せ
ず
、
後
発
医
薬
品
を
選
択
す
る
動
機
付
け
が
働
き
に
く
い
状
況
で
あ
る
た
め
、

必
要
最
小
限
度
の
保
障
を
行
う
と
い
う
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
趣
旨
・
目
的
に
か
ん
が
み

、
調
剤
の
給
付
の
決
定
を
行
う
際
に
は
、
処
方
医
が
医
学
的
な
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
を
除
き
、
福
祉
事
務
所
が
生

活
保
護
受
給
者
に
対
し
て
、
後
発
医
薬
品
を
選
択
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
取
扱
い
を
福
祉
事
務
所
に
周
知
徹
底

す
る
た
め
に
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
通
知
に
つ
い
て
は
、
「
生
活
保
護
の
医
療
扶
助
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成

二
十
年
四
月
三
十
日
付
け
社
援
保
発
第
〇
四
三
〇
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
通
知
）
に
よ
り
廃
止
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
先
発
医
薬
品
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
を
い
う
。
）
と
そ
の
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る

医
薬
品
と
し
て
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
の
際
に
、
規
格
及
び
試
験
方
法
に
関
す
る

資
料
、
加
速
試
験
に
関
す
る
資
料
並
び
に
生
物
学
的
同
等
性
に
関
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
基

づ
き
、
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
審
査
が
厳
正
に
行
わ
れ
た
上
で
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
有

効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
後
発
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
、
「

後
発
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
の
充
実
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
付
け
薬
食
安
発
第
〇
三
二
四
〇
〇
六
号

厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
安
全
対
策
課
長
通
知
）
等
に
よ
り
、
先
発
医
薬
品
と
の
生
物
学
的
同
等
性
に
関
す
る
試
験
の
デ
ー

タ
等
を
後
発
医
薬
品
の
添
付
文
書
に
記
載
す
る
こ
と
等
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
添
付
文
書
は
、
独

立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


